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証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
が
始
ま
り
ま
す

　
３
月
25
日
か
ら
、
全
国
の
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
長
島
町
内

に
住
所
が
あ
る
か
た
の
住
民
票
や
印

鑑
登
録
証
明
書
を
取
得
で
き
る
コ
ン

ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
ま

す
。

証明書の種類 手数料

住民票の写し

各 200 円

印鑑登録証明書

所得課税証明書

所得証明書

記載事項証明書

〇取得できる証明書

利用時間 利用できる店舗

毎日６：30 ～ 23：00
（12 月 29 日から１月 3 日お
よびメンテナンス日を除く）

ファミリマート、セブン・イ
レブン、ローソンなど

〇いつどこで取得できるか

〇
注
意
事
項

・
長
島
町
内
に
住
所
が
あ
る
か
た
の
み

対
象
で
す
。

・所
得
課
税
証
明
書
と
所
得
証
明
書
は
、

基
準
日
が
設
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
交

付
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
住
所
の
異
動
を
行
っ
た
場
合
、
内
容

が
反
映
さ
れ
る
ま
で
数
日
か
か
り
ま

す
。

・
４
桁
の
暗
証
番
号
を
連
続
で
３
回
間

違
え
る
と
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
場

合
、
役
場
で
暗
証
番
号
の
初
期
化
、
再

設
定
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

・
手
数
料
が
免
除
さ
れ
る
場
合
で
も
、

コ
ン
ビ
ニ
交
付
で
は
料
金
が
発
生
し
ま

す
。
後
か
ら
返
金
は
で
き
ま
せ
ん
。

コ
ン
ビ
ニ
で
の
取
得
方
法

①
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
で
「
行
政
サ
ー
ビ
ス
」
を
選
択
し
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
セ
ッ
ト

②
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
に
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
暗
証
番
号

（
数
字
４
桁
）
を
入
力

③
画
面
を
操
作
し
て
、
必
要
な
証
明
書
と
部
数
を
選
ぶ

④
証
明
書
と
領
収
書
を
受
け
取
る

〇
利
用
に
必
要
な
も
の

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
利
用
者
証

明
用
電
子
証
明
書
を
搭
載
し
た
も
の
）

・
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
数

字
４
桁
（
カ
ー
ド
交
付
時
に
設
定
し

た
も
の
）

問
い
合
わ
せ
先

　
役
場
町
民
保
健
課
戸
籍
住
民
係

　
☎︎（
86
）１
１
５
７［
直
通
］

軽
自
動
車
の
各
種
手
続
き
は
お
早
め
に

　　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
毎
年

４
月
１
日
時
点
に
登
録
さ
れ
て
い
る

軽
自
動
車
な
ど
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
名
義
変
更
や
廃
車
な
ど
の
各
種
手

続
き
は
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

　　
※
原
動
機
付
自
転
車
お
よ
び
小
型

特
殊
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
所
有
し

て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
ナ
ン
バ
ー
プ

レ
ー
ト
の
取
り
付
け
が
法
令
上
、
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

車両の種類 手続きの場所

・原動機付自転車（125cc 以
下のものおよびミニカー）
・小型特殊自動車
・特定小型原動機付自転車

・役場税務課
・指江支所総合管理課
※譲渡による名義変更の場合は、譲渡証明書
が必要です。
※同一世帯外のかたによる代理申告の場合は、
委任状が必要です。

軽自動車
一般社団法人全国軽自動車協会連合会鹿児島
事務所
☎ 099（286）4011

排気量 125cc を超える二輪車
国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局
☎ 050（5540）2089

問い合わせ先
役場税務課軽自動車税係
☎（86）1172（直通）


